
1 

 

 

公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会 

2022年度事業報告 

 

目  次  

 

１．調査研究事業      ･････ 2～  3 

２．建築物衛生法関連事業    ･････ 3～  4 

３．普及啓発事業      ･････ 4～  8 

４．キャンペーン事業     ･････ 8～  9 

５．教育・資格事業     ･････ 9～ 14 

６．伝達媒体運営事業            ･････14 

７．会員支援事業      ･････14～ 19 

管． IT インフラ整備の実施    ･････19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1．調査研究事業 

1-1．建築物における保全上の問題・課題調査（担当業務執行理事：佐々木（洋）副会長） 

1）顧客ニーズを踏まえた施設保全のあり方研究 

 官公庁発注者ニーズの把握を目的とし、保全業務マネジメントセミナー参加者を対象に

アンケート調査を行い、約 203件のデータを収集した。 

 その結果、官公庁発注者がビル設備管理技能士に求めるニーズとして「保守・修繕計画の

立案」「適正な維持管理の実施」「改善提案・アドバイス」「関係者間のコミュニケーション」

が多数を占めることを把握した。 

2）保全業務労務単価の適切な設定の検討 

 毎年 12月に国土交通省が公表する「建築保全業務労務単価」が実状に即した設定となる

よう、単価決定の根拠となる経済調査会が実施する調査への回答協力を、会員企業に対して

強力に推進した。 

 令和 5年度の建築保全業務労務単価（日割基礎単価）は、「保全技師・保全技術員」が全

国平均で令和 4 年度比約 4％／約 850 円の引き上げ、「清掃員」が約 6％／約 760 円の引き

上げ、「警備員」が約 5％／約 650円の引き上げであった。 

3）ビル設備管理技能検定の見直しの検討 

 課題として「取得メリットの少なさ」に着目し、国土交通省「建築保全業務積算要領（令

和 10 年版以降）」の技術者区分にビル設備管理技能士を反映させる働きかけを行うことと

し、考え方の整理と、その具体的な方法などの検討を行った。 

 その結果、同区分に反映できる可能性があることを把握した。これを実現するために、施

設保全に係る各種資格を網羅・整理するとともに、保全技師から保全技術員補までの各区分

に適切に資格を反映させる案と、国土交通省はじめ関係機関へのアプローチ策の立案をス

タートさせた。 

 

1-2．ビルメンテナンス教育プログラムの設計構築に関する調査研究（担当業務執行理事：

中野副会長） 

1）ビルメンテナンス教育プログラムの設計に係る調査設計 

 ビルメンテナンス業界の持続可能性（企業経営に積極的に関与する人材の育成を目指す）

に資する「教育体系」を構築し、それを検証するために必要な調査研究及び実現可能な教育

プログラムの全体設計を行うために「教育プログラム設計に係る調査研究 WG」を発足し、

検討を開始した。 

 2023年度は業界ニーズ調査・分析を実施し、教育 WGにて教育プログラムの構築に繋げて

いく。 
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1-3．社会福祉施設における環境衛生調査（担当業務執行理事：中野副会長） 

1）社会福祉施設の衛生管理状況の調査設計 

 介護保健施設へのヒアリングを行った結果、感染症発生時（クラスター）の対応や衛生管

理に関する課題などが把握され、「7-7．新型ウイルス感染防止防疫業務」で進めている、医

療機関以外の用途（宿泊施設や介護福祉施設など）で衛生管理業務を従事している者を対象

とした講習会構築の計画に併合して進めていくこととした。 

 

2．建築物衛生法関連事業 

2-1．従事者研修の実施（担当業務執行理事：中野副会長） 

1）従事者研修等の実施 

 企業講師研修（清掃作業従事者研修指導者講習会）を 40都道府県で実施した。 

 なお、新型コロナウイルス感染症の影響による企業講師研修の中止・延期に伴う延長証明

書の発行は、2023 年 3 月末を以て終了とした。また厚生労働省通知によるコロナ特別措置

として認められていた従事者研修の自宅学習についても 2023 年 3 月末で終了することか

ら、地区協会に周知を図った。 

2）講師の育成 

 害虫防除業中央協議会に協力し、防除作業従事者研修会指導者講習会を 10月 6 日に開催

し、講師のスキルアップの一助とした。なお同講習会はコロナ禍の影響に鑑み、オンライン

生配信で実施した。 

 清掃作業の企業講師研修及び従事者研修の講師について、電子媒体を活用した協会講師・

登録講師講習会を実施し、育成を行った。 

3）地区協会の開催支援 

 登録機関として登録している地区協会に対し、登録機関として行う業務の支援を行った。

4）事業成長の方策 

 時代やニーズに適したテキストにするため、清掃作業従事者研修用テキストⅠ・Ⅱを合

本・改訂し、「清掃作業従事者研修用テキスト」を発刊するとともに、同テキストの改訂に

合わせ「清掃作業従事者研修指導教本」を改訂した。 

 また、地区協会が行う研修用のパワーポイントを新たに作成するとともに、「教育の意義

と顧客満足度」を改訂し、地区協会に提供した。 

 昨年度改訂した「貯水槽清掃作業従事者研修用テキスト（2022年版）」に基づき、地区協

会が行う研修用のパワーポイントを新たに作成した。 
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2-2．監督者講習の実施（担当業務執行理事：中野副会長） 

1）清掃作業監督者講習（新規・再）の実施 

 厚生労働大臣登録機関として、オンライン申請は毎月（年 12回）、紙申請は 6月・10月・

2月に受け付け、2022年度（2022年 6月～2023年 5月まで）は、新規講習 404人、再講習

471人の申し込みがあった。 

 また、審査の結果、2022年度（2022年 6月 1日～2023年 5月 1日）発表の新規講習修了

者 378名、再講習修了者 430名の計 808名を輩出し、修了証書と修了カードを発行した。 

2）事業成長の方策 

 受講者増を目的として、申請から修了証書の取得までに要する期間を約 3 か月に短縮す

ることを決定し、2023年 6月 1日受付分から適用する。 

 また、会員企業の参加社増を目的として、これまでの受講率のデータ等から８地区協会

（北海道、青森県、新潟県、富山県、奈良県、島根、高知、宮崎県各地協会）を選定し、地

区協会の協力を得ながら１号及び８号登録事業所のうち、受講履歴のない会員企業にテレ

アポ等を実施し、計 90社に本講習への参加を呼び掛け、79社から関心が寄せられた。テレ

アポにより、全国協会が行う本講習の認知度が十分ではないことが明らかとなり、次年度も

引き続き周知活動を行う。 

 

2-3．建築物における衛生的環境の確保に関する法律改正施行規則の周知協力（担当業務執

行理事：村田副会長） 

1)建築物における衛生的環境の確保に関する法律改正施行規則の周知協力 

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部が改正されたことに伴い、

建築物環境衛生管理技術者の兼任に関する手順が広く認識されるよう、厚生労働省の施策

に協力した。 

 

3．普及啓発事業 

3-1．エコチューニングの推進（担当業務執行理事：堀口常務理事） 

1）エコチューニング制度の推進 

①技術者資格認定の実施 

 第一種エコチューニング技術者資格講習をオンラインで 6～7 月に開催し、59 名が受講、

53 名を認定した。第二種エコチューニング技術者資格講習をオンラインで 8～9 月に開催

し、96名が受講、95名を認定した。 

②技術者資格更新認定の実施 

 資格の有効期限（5 年間）を迎える 2017 年度に認定された技術者に対し、資格の更新講

習を年 2回実施した。また、更新講習のカリキュラムの見直しを行い、必要知識の反復履修

のみならず、第一種、第二種それぞれの技術者レベルに合わせた実務的な技術や知識などの

講義内容とした。 
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 第一種エコチューニング技術者資格更新講習は、更新対象者 117 名のうち 94 名が受講、

94 名を認定した。第二種エコチューニング技術者資格更新講習は、更新対象者 293 名のう

ち 186名が受講、186名を認定した。 

③技術者資格オンライン講習の利便性向上 

 2021 年度よりオンライン化した講習について、受付並びに受講票や受講者管理を完全オ

ンライン化することにより、便利性を向上させた。 

④事業者認定の実施 

 認定事業者の要件となる第一種技術者を有する事業者に対し、案内を行った。また更新対

象となる 72事業者に対しては、電話による直接の連絡も加えて案内を行った。 

 第 1回事業者認定は 6月に申請受付を行い、9月に新規 2事業者、更新 3事業者を認定し

た。第 2回認定は 12月に申請受付を行い、翌年 3月に新規 10事業者、更新 56事業者を認

定した。これにより、更新対象の 72事業者のうち 59事業者が更新を行った。 

2）制度・技術の向上・改善 

①認定事業者・技術者のスキルアップ 

 認定事業者の営業支援、および技術者のスキルアップを支援するサイト「エコチューニン

グセールスサポート WEB」において、動画配信による「営業セミナー」の更新、および定期

的に脱炭素・省エネに関する最新情報を提供するなど、サイトの機能の強化を図った。その

結果、サイト登録者数が 81名から 252名に増加した。 

3）制度の普及・啓発 

①エコチューニング事業の認知向上 

 新たに認定を取得する事業者の拡大を目的として、会員企業に対して事業の入口となる

講習のニーズや必要性、メリットを幅広く広報した。その結果、事業者認定を取得していな

い事業者 51社から 91名の第一種技術者資格講習の申込みがあった（前年度は 5社／6名）。 

②発注者への制度導入推進 

 環境省が地方自治体を対象に実施する説明会で、エコチューニングが「環境配慮契約法基

本方針に明記されたこと」「エネルギー価格高騰に対策できること」を周知するチラシを配

布した。 

 また、2023 年度に全国協会が主催する保全業務マネジメントセミナーにて、新たに環境

省から後援、講義をいただく準備を進めた。 

4）中長期戦略の遂行 

①環境配慮契約法・グリーン購入法の戦略的活用 

 環境省が設置する「環境配慮契約法建築物専門委員会」に委員を派遣し、情報収集および

意見開陳を行った。その結果、2023 年 2 月に閣議決定された環境配慮契約法基本方針の建

築物の維持管理に係る契約の項に、「建築物の維持管理に係る契約に当たっては、エコチュ

ーニング等を活用し、エネルギー消費量等のデータ計測・分析及び分析結果を反映した運用

改善を実施事業者に求めるものとする。また、運用実績データを改修計画の検討に活用する
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ものとする」ことが明記された。 

 これを受け、複数の公共施設の入札要件に「エコチューニング」が盛り込まれる事例を確

認したため、実態把握とエコチューニングの周知を目的としたアンケート調査を実施する

計画を立案した。 

 

3-2．ビル運営管理相談窓口の運営（担当業務執行理事：佐々木（洋）副会長） 

 民間ビルオーナーより、ビル管理業務における緊急対応時の契約トラブルに際しての相

場観に関する相談、業者選定についての相談、現状の清掃品質に関する相談、また、ペット

団体より消臭・衛生に関する相談など合計 5件が寄せられた。相談に応えるとともに「ベス

トビルメン」を通じた会員企業の紹介を行った結果、それぞれ相談者の理解と謝意を得た。 

 また「ベストビルメン」に発注者ログイン機能を実装し、発注者向けコンテンツの充実を

図った。その一つとして、現在は会員企業のみに提供しているオンライン・ビジネススキル

研修「マイビズアップ」を発注者にも提供する準備を進め、2023 年度に実装する準備を整

えた。 

 

3-3．適正な発注事務の普及（担当業務執行理事：村田副会長） 

1）官公庁発注者への適正な発注事務の普及 

 厚生労働省との共催で「保全業務マネジメントセミナー」を 6月 29日、8月 24 日、9月

9日に 12月 21日に WEB会議システムを採用したオンラインセミナー方式で実施し、631名

の参加を得た。また参加者に対し、定期的な情報提供を行うメールマガジンの案内を行った

結果、421名の登録を得た。 

 さらに 2023年度も同様のセミナーを実施することを決定し、年間の開催スケジュールを

確定した。 

2）発注者の業務に資する情報の提供 

 2020 年度に制作した、入札における問題事例をまとめた「問題事例集」を保全業務マネ

ジメントセミナーで配布するとともに、その改善策をまとめた「入札改善運用マニュアル」

を引き続き提供した。 

3）建築保全業務共通仕様書・積算要領の改訂 

 ビルメンテナンス業界にとっての設計品質の意義を正しく理解できるよう、国土交通省

の「建築保全業務共通仕様書等の改定に係る検討会」および（一財）建築保全センターの「保

全業務共通仕様書等の改定に係る検討作業部会・同設備ワーキング・同清掃ワーキング」に

それぞれ委員を派遣した。 

 国土交通省が監修し、（一財）建築保全センターがまとめる『建築保全業務共通仕様書及

び同解説（令和 5年版）』の検討が進み、2023年 9月に発刊される見込みとなった。 
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4）保全業務費構成等の見直し 

 共通仕様書・積算基準の見直しにあたって、ビルメンテナンス業務全般の作業量に基づい

た歩掛り等を根拠とするため、全国協会が発行する『清掃管理業務積算・見積りマニュアル』

等の改訂に着手することを検討したが、『建築保全業務共通仕様書及び同解説（令和 5年版）』

の内容を踏まえて、改めて検討を行うこととした。 

5）これからの労働環境のあり方の検討 

 特に役務作業員の労働環境のあり方について、11月 17日にビルメンテナンス議員連盟が

開催した勉強会で意見表明を行った。 

 その結果、11月 30日に厚生労働省ならびに総務省から「ビルメンテナンス業務に関する

契約（公共調達）の最低賃金引上げ、エネルギー価格・物価高騰等に伴う契約金額の変更に

ついて（緊急依頼）」が各省庁、各都道府県宛てに発出され、年度途中でも事業者から申し

出があった場合、契約金額の変更を検討するよう通知された。 

 その内容を適切に伝達するため、地区協会を対象にオンライン説明会を 12月に 9回開催

し、38協会の参加を得た。 

 また、会員企業を対象に価格交渉の実施状況のアンケート調査を 4月に実施した。その結

果、231の会員企業から回答を得て、価格交渉を行った施設数は 589施設、うち前向きな対

応・反応を得た施設が 323 施設という結果を得た。また今回の緊急通知を「評価する」との

回答は 181件（78.4％）であった。 

 この結果は議員連盟や厚生労働省と共有し、2023 年度も引き続き適正な契約価格の実現

に向けた取り組みを推進することとした。 

 

3-4．医療関連サービスマーク制度への協力（担当業務執行理事：中野副会長） 

1）サービスマークの受付事務 

 （一財）医療関連サービス振興会が所管する「サービスマーク（院内清掃業務）」の書類

受付業務・指導業務を受託し、第 85回（2022年 10月認定）は 165件、第 86回（2023年 2

月認定）は 167件、第 87回（2023年 6月認定）は 137件、第 88回（2023年 10月認定）は

296件を受け付け、改善指導業務を実施した。 

 第 85～87回の実地調査については、コロナ禍の影響により病院の視察が困難となったた

め、振興会と協議し、感染防止の観点から事業所調査時に病院の書類上の調査を行うよう変

更した。 

 また、申請事業者が確実に認定を受けられるよう、3月にオンラインセミナーにて書類審

査及び実地調査におけるポイントを説明し、77名（67社）が参加した。 

2）医療施設発注者へのサービスマークの普及 

 医療施設における医療関連サービスマーク取得事業者の採用率を高めるため、「ベストビ

ルメン」の活用について振興会と協議した。2023 年度に医療施設発注者及び取得事業者に

対し、ベストビルメンの活用を普及する予定。 
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3-5．ビルメンテナンスの国際的組織への参画（担当業務執行理事：堀口常務理事） 

 「新・世界ビルメンテナンス連盟」に向けた骨子案を纏め、既にアジアビルメンテナンス

連盟として関係性を築いている韓国、台湾、上海に賛同を求める書簡を送付するとともに、

一時的に渡航制限が緩和された 8月訪韓し、韓国協会執行部との面会を果たした。 

 これらの働きかけによって、10 月スウェーデンにおいて「世界ビルメンテナンス連盟」

の設立が実現するとともに、第 1回新・世界ビルメンテナンス大会を実施し、24名が参加。 

これにより、世界ビルサービス連盟（WFBSC）脱退によって久しく失われていた海外での交

流機会を創出することができた。 

 また、台湾協会の会長が交代したことに伴い、新会長一行の視察団が 3月来日したため、

協会事務所に招き、日本の業界や協会の組織について説明を行うなどの交流会を開催した。 

 さらに、アジアビルメンテナンス連盟と、同連盟が主催するアジアビルメンテナンス大会

の今後の方針を協議するために、5月に上海協会へ会長書簡を送付した。 

 

3-6．建築物の安全確保に関する普及啓発（担当業務執行理事：佐々木（洋）副会長） 

1）消防庁検討会への委員派遣 

 消防庁が設置する「消防用設備等点検報告制度のあり方に関する検討部会」「二酸化炭素

消火設備の設置に係るマニュアル等編集会議」「消防用設備等点検報告制度のあり方に関す

る検討部会ワーキンググループ」の 3つ検討会に委員を派遣し、防災関連の情報収集および

必要に応じて協会の意思を伝え、建築物の安全確保に係る情報の共有を行った。 

2）教材の提供および活用促進 

 昨年度発行した「建物の仕組みと維持管理～建物管理の参考書」の頒布推進を行い、WEB

版は 816ダウンロード（ビルメンテナンス事業者 431、発注者 301、その他 84）されるとと

もに、書籍版は 257冊を販売した。 

 

4．キャンペーン事業 

4-1．ビルメンヒューマンフェアの実施（担当業務執行理事：佐々木（洋）副会長） 

1）ビルメンヒューマンフェア 2022の企画・運営 

 協会事業のプロモーションを目的として、（一社）日本能率協会との共同開催による「ビ

ルメンヒューマンフェア＆クリーン EXPO2022」を、10 月 26 日～28 日に東京ビッグサイト

東展示棟（東京都江東区）で開催した。 

 同時開催展を含めた来場者数は 37,755名、ビルメンヒューマンフェア＆クリーン EXPO単

独の来場者数は 9,796名（前回 9,175名）であった。また、展示会への出展は 126社／241

ブース（前回 121社／239 ブース）であった。 

 セミナープログラムでは、①「新幹線清掃チームの働きがい改革」144名、②「清掃を科

学する－ワイプ製剤による環境清掃－」82 名、③「設備機器の運用改善『エコチューニン

グ』で省エネを実現」104 名、④「ディズニーランドの“おもてなし”の仕組み ～すべて
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はゲストのハピネスのために～」138 名、⑤「底辺から頂点へ！ 私たちの挑戦！」73 名、

⑥「テレビプロデューサー流「勝手に」マーケティング」40名、⑦「短時間労働者に対する

健康保険・厚生年金保険の適用拡大に向けて」28 名、⑧「本音の外国人雇用 喜怒哀楽 ～

外国人を採用してどうよ？～」144 名、⑨「環境配慮型の清掃業務のススメ ～エコマーク

の活用～」59名の参加を得た。 

 主催者ブースでは「ビルメンテナンスこども絵画コンクール」の過去の大臣賞受賞作品へ

の投票企画を実施し、742票を獲得した。得票上位 12作品を用いた 2023年カレンダー（PDF

版）を作成してビルメン WEB「マイページ」で配布し、マイページへの登録促進を行った。 

 各企画の効果測定および総括を行い、全国協会、日本能率協会の主催２団体および協力者

で構成した企画 WGを立ち上げ、次年度のフェアに向けた企画の検討を開始した。 

 

4-2．ビルメンテナンスこども絵画コンクールの実施 

（担当業務執行理事：佐々木（洋）副会長） 

1）ビルメンテナンスこども絵画コンクールの実施 

 全国規模での「ビルメンテナンス業」と「ビルメンテナンス協会」の認知とイメージ向上

を目的とし、「第 16回ビルメンテナンスこども絵画コンクール」を実施した。 

 7 月 15 日～9 月 16 日を募集期間とし、全国の小学生・園児から 11,497 点の作品が寄せ

られた。10月 22日に最終審査会を実施し、文部科学大臣賞、厚生労働大臣賞、環境大臣賞

の 3大臣賞をはじめ 669点の入賞作と学校賞 30校を決定した。受賞者や参加者に対しては、

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、表彰状や参加賞を送付して顕彰を行った。 

 また 13の地区協会の協力により独自の表彰や絵画の展示などを実施するとともに、ロー

カルテレビ、新聞等マスメディアへの掲載が 2件、行われた。なお、コンクールの全国的な

発展および地区協会との協働体制の強化を目的として、こうした地区協会による自主的な

活動を対象とした助成金制度を設け、13地区協会を支援した。さらに第 17回コンクールの

開催に向け、後援団体への申請、募集要項の作成などの準備を進めた。 

 

5 教育・資格事業 

5-1．ビルクリーニング技能検定の実施（担当業務執行理事：中野副会長） 

1）ビルクリーニング技能検定の実施運営 

 1 級・2 級・3 級の全等級を後期に実施、学科試験を 11 月 27 日に全国 10 会場で実施し、

水準調整会議ならびに実技試験を 10月から 2月にかけて実施した。 

 なお、受刑者の社会復帰を目的として、瀬戸少年院（中部北陸地区管轄）、山口刑務所（中

国地区管轄）の各施設から要請があり、今年度より 3級試験（学科・実技）を実施した。 

 本年度含め過去 3年間の結果は以下のとおり。（カッコ内は、2021年度－2020年度結果） 
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●１級 

 受検者数：1,761名／330名減（2021－2,091名／76名増、2020－2,015名／79名増） 

 合格者数：729名／275名減（2021－1,004名／494名増、2020－510名／228名減） 

 合 格 率：41.4％（2021－48.0％、2020－25.3％） 

●２級 

 受検者数：657名／52名減（2021－709名／63名増、2020－646名／3名増） 

 合格者数：250名／81名減（2021－331名／66名増、2020－265名／46名減） 

 合 格 率：38.1％（2021－46.7％、2020－41.0％） 

●３級 

 受検者数：1,041名／95名減（2021－1,136名／124名増、2020－1,012名／32名減） 

 合格者数：660名／1名増（2021－659名／137名増、2020－522名／143名減） 

 合 格 率：63.4％（2021－58.0％、2020－51.6％） 

 また、技能実習生向けのビルクリーニング技能検定は随時受け付け、随時 2 級が 154 名

（前年度比 80名増）、随時 3級が 1,769名（前年度比 703名減）、基礎級が 1,890名（前年

度比 930名増）の受検申請があり、本部並びに各地区本部にて検定を行った。 

 実施に当たっては、厚生労働省が策定した「技能検定の実施に関する新型コロナウイルス

感染拡大防止ガイドライン」が２度改訂（8月、2月）されたため、一部措置を緩和しなが

ら、学科試験・実技試験ともに感染防止対策（検温、マスク着用、消毒の徹底等）を実施し

た。なお、5月 8日から感染症法上の位置づけが変更されるため同ガイドラインは廃止とな

ったが、全国協会では引き続き検温は行っていくこととした。 

 技能検定委員の任期満了に伴い、地区本部から推薦のあった 212 名を技能検定委員とし

て、80名を補佐員として選任した。 

2）事業成長の方策 

①受検者減の分析と対策 

 今年度の受検者数減を鑑み、仮説に基づき多方面から分析を行った。減少の主な原因とし

ては、単一等級の一部合格の有効期限満了に伴う駆け込み受検の終了、受検手数料の減免措

置の年齢引き下げ（35 歳から 25 歳未満へ）、受付期間の前倒し等が考えられ、次年度は実

施公示を早めて周知期間をより長く確保する。 

②受検者増を目的とした試験課題の改善 

 受検者の増加等のほか事業成長のためには、試験課題の大幅な改善が必要であると判断

し、具体的な検討は 2023年度より行うこととした。 

また、学科試験の合格発表の前倒しを 2023年度より実施するとともに、学科試験の CBT試

験導入（2024年度運用目標）に向けて、2023年度に検討することを決定した。 
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③実技試験のデジタル化促進 

 昨年度より外国人技能実習生向け（基礎級、随時 3級、随時 2級）の実技試験において、

タブレット端末を活用した実技試験判定システムを全地区で導入しているところ、本年度

は 1級、2級、3級の実技試験においても導入し、実技試験採点業務の効率化を図った。 

④実技試験審査の厳正かつ円滑な運用 

 審査結果の平準化を図るため採点表の改善に着手するとともに（2024年度運用目標）、一

部地域の実技試験の動画記録を行った。2023 年度に記録動画の活用方法の検討や、実技試

験判定システムに蓄積されたデータ分析を行い、審査の厳正かつ円滑な運用を図る。 

⑤検定委員の任期制の導入 

 デジタル推進に伴い技能検定委員の若手育成を図るため、検定委員の任期制（75 歳で退

任）を検討し、次期（2024年 6月 1日～）の委嘱から適用することを決定した。 

 

5-2．ビル設備管理技能検定の実施（担当業務執行理事：中野副会長） 

1）ビル設備管理技能検定の実施運営 

 ビル設備管理技能検定 1級、2級の募集を 6月に開始し、8月末から 9月初旬にかけて東

京地区、近畿地区の 2会場で検定を行った。なお、厚生労働省が策定した「技能検定の実施

に関する新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン」が改訂されたため、一部措置を緩

和したうえで、学科試験・実技試験ともに感染防止対策（検温、マスク着用、消毒の徹底等）

を実施した。 

 1級の受検申請者数は 30名（前年度 8名増）、合格者数は 17名（前年度 1名増）で、2級

の受検申請者数は 36名（同 2名減）、合格者数は 17名（前年度より 2名増）であった。前

年度と比較すると、申請者数合計は 6名増加した。 

2）事業成長の方策 

 「ビルメン WEB」において、多数の技能士を輩出している事業者の活用事例に関する特集

記事を掲載し、受検者獲得を図った。また、受検しやすい試験へ変更するため、実技試験の

部分的な改善を行った。 

 

5-3．ビルクリーニング分野特定技能１号評価試験の実施（担当業務執行理事：中野副会長） 

1）ビルクリーニング分野特定技能 1号評価試験の実施運営 

 カウンターパート（現地法人や国外に拠点を持つ会員企業）の協力を得て、以下の事業を

行った。 

 厚生労働省の補助金を得て、国外試験回数の増加及び新たな国・都市での開催を見据え、

6 月にインドネシア（ジャカルタ）およびフィリピン（マニラ）、７月にタイ（バンコク）、

11 月にカンボジア（プノンペン）、3 月にインドネシア（バリ・バンドン）の視察を行い、

各国政府と試験開催に向けた協議・準備を行った。また、各国政府に対して日本の安全と衛

生の礎であるビルクリーニング業界の現況と特定技能制度の情報を発信した。 
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 国外試験の開催実績については、インドネシアでは 7月にブカシ市で、1月に南ジャカル

タ市で計 2回開催し、受験者は計 557名、合格者は計 463名となり、定期開催を前提に次年

度の準備も進めた。フィリピン・カヴィテ州では 3 月に開催し、受験者 118 名、合格者 64

名。カンボジア・プノンペンでは 5月に開催し、受験者 13名、合格者 8名。タイ・バンコ

クでは 5月に開催し、受験者 44名、合格者 38名であった。フィリピン・タイ・カンボジア

では定員割れを起こし、広報や定期的な開催による定着が鍵であることを認識した。 

 また、国外試験の積極的な開催に伴い、外国出張可能な試験官の数が不足するため、10月

に公募説明会を開催し、応募者から 7名の委嘱が決定した。さらに、昨年度より運用開始し

たタブレット端末で撮影した動画による審査は、現地運営側・日本で採点する試験官側とも

にスムーズな運営が実現でき、渡航費用削減にも効果をもたらした。 

 国内試験の開催実績については、第 7回（11月）・第 9回（4月）国内試験を全国 8カ所

（北海道、宮城、東京、愛知、大阪、広島、徳島、福岡）にて、第 8回（1月）国内試験を

東京に限り実施し、受験者計 1,129名、合格者計 904名であった。 

 また、今年度から申請に応じて出張試験を東京、埼玉、愛知、滋賀、石川で計 6回実施し、

受験者計 161名、合格者計 45名であった。 

 

2）事業成長の方策 

①ビルクリーニング特定技能の普及 

 厚生労働省が設置する「ビルクリーニング分野特定技能協議会」、並びに「ビルクリーニ

ング分野に係る特定技能制度の課題等の収集及び分析等を行う検討会」に協力し、委員を派

遣した。また、本検討会主催の受入機関向けセミナー及び ASCF（ビルクリーニング外国人

材受入支援センター）と共催した雇用戦略オンライン説明会において試験情報を発信する

とともに、特定技能制度の普及を図った。 

②ビルクリーニング特定技能１号評価試験合格者の追跡調査 

 合格後の合格証明書の発行状況を把握し、過去の試験合格者であっても発行（＝ビルメン

テナンス企業への就職）に至ることを把握した。そこで、就職率の増加に向けた施策を検討

し、試験合格者のうちビルメン企業への未就職者 801名を対象に、2月に就職意欲等を調査

するアンケートをメールで行った。その結果、67 名がビルメンテナンス企業への就職を希

望していることがわかった。アンケート実施以降は、試験開催から間を置かずに、ASCF（ビ

ルクリーニング外国人材受入支援センター）の求職登録フォームへの誘導を促し、計 22名

が登録した。 

③試験情報等の広報の強化 

 外国機関や外国籍の方への広報面を強化するため、全国協会 Facebookを活用し、タイム

リーな試験情報のみならず協会の動きを発信し、受験者層にまでアプローチしてもらえる

ようなコンテンツ掲載を拡充した。全国協会 Facebookの登録者は 1,400人を超えた。 
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④ビルクリーニング特定技能２号の設置 

 ビルクリーニング分野の特定技能２号の設置に向けて、検討 WGを設置し、厚生労働省生

活衛生課とともに、特定技能２号の技能水準や、特定技能２号評価試験のあり方を検討した。

2023年度に閣議決定される予定であり、引き続き運用要領や試験の内容の検討を行う。 

 

5-4．建築物清掃管理評価資格者の認定講習の実施（担当業務執行理事：中野副会長） 

1）建築物清掃管理評価資格者の認定講習の実施 

 9月から 10月にかけて、8地区で 12回開催し、392名の申請があり、350名が修了した。 

2）フォローアップ講習（再講習）の実施 

 必要知識の反復履修を行うことにより知識や技能の向上を図るため、10月から 11月にか

けてオンラインビデオ講習を実施し、315名の申請があり、315名が修了した。 

3）資格者メリットサービスの実施 

 資格者の更新維持・新規取得者増を実現するため、企業の資格取得者数（過去 6年間）や

リピート受講状況（過去 4年間）などを基に本制度の活用事例を収集し、5月にオンライン

セミナーを実施した。142名（申請者 177名）の参加があり、インスペクターの活躍を発信

するとともに、2023年度新規講習の参加を促した。 

4）テキスト改訂の実施 

 清掃管理業務インスペクションガイドブックの改訂を行った。2023 年度新規講習から改

訂版テキストを活用する。 

 

5-5．病院清掃受託責任者講習の実施（担当業務執行理事：中野副会長） 

1）病院清掃受託責任者講習の実施 

 本年度はオンライン講習＋集合教育（外部講師の講義及び紙考査）の併用形式で開催した。

集合教育の実施は３年ぶりとなり、メディカル・ナース等外部講師の協力を得て、新規 1,039

名、再講習 1,630名の計 2,669名が修了した。 

 また、近年、インターネット申込の割合が徐々に増え、本年は約 70％（昨年は約 65％）

まで至り、各企業の IT化対応が進んでいることが伺える結果となった。 

2）受託責任者のレベル向上 

 日々変化する発注者ニーズ、進歩する清掃技術などに対応し、常に高品質・高い技術の院

内清掃サービスが提供できるよう、新たな講師陣を交え講習テキストの改訂を行い受託責

任者の知識レベルの向上に努めた。 

3）事業成長の方策 

 本年度（オンライン講習＋集合教育）の講習アンケートの結果を基に、2023 年度に向け

て事務局の問合せ対応の強化、Eラーニング動画の再作製を検討した。また、2024年度以降

の実施形態（ネット申込の促進、開催形態等）の最善策を検討し、新規講習は本年度と同様

の形態をとり、再講習はオンライン講習を中心とした形態にすることを決定した。 
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5-6．協会講師育成環境整備（担当業務執行理事：中野副会長） 

1）講師の育成 

 協会講師・登録講師の 477名、特定事業講師（病院受託責任者講習、建築物清掃管理評価

資格者、感染制御衛生管理士）の 136名に対して、講義スキルの確保を目的とした、オンラ

イン講習を実施し、指導水準の確保に努めた。 

 

6．伝達媒体運営事業 

6-1．情報伝達媒体の強化（担当業務執行理事：佐々木（洋）副会長） 

1）全国協会ウェブサイトの運用および改善 

 読者のニーズに合った情報を迅速に提供することを目的に、全国協会ウェブサイト「ビル

メン WEB」の運用を継続して行った。 

 運用のなかで明らかとなった機能面・運用面それぞれの課題を改善するため、運用を内製

化するとともに、機能面の改善のためサイトを大規模改修することとし、第一段階として

2023年 6月 1日にリニューアルサイトを公開するための準備を完了させた。 

 なお、サイト全体の月間 PV数は平均で約 15万 2,000PV、「マイページ」登録者は 22,888

名となった。 

2）その他デジタル媒体の運用 

 メールマガジンを月 3 回のペースで配信した。5 月末時点でのメール配信数は約 18,745

件/回、開封率は約 30％/回となった。 

3）その他アナログ媒体の運用 

 デジタル媒体に不慣れな会員企業へのフォロー、およびデジタル媒体への移行促進を目

的として、ビルメン WEBに掲載されたコンテンツのサマリーを紹介するリーフレット「ビル

メン mini」を月 1回発行・配布した。 

 

7．会員支援事業 

7-1．会員メリットの開発・提供（担当業務執行理事：村田副会長） 

1）新たな付帯サービスの開発 

①新規付帯サービスの開発 

 会員企業のみがメリットを享受できる新たなサービスとして、「ビルメン WEB」上に会員

企業専用の相互情報交換・相談スペース（ナレッジコミュニティ）を開設することを企画し、

その需要を把握するためオンライン・アンケート調査を実施した。 

 その結果、113名より回答があり、105件の「使ってみたい」との回答を得た。次年度に

ナレッジコミュニティを開設することとし、事業「6-1．情報伝達媒体の強化」と並行して

準備を進めた。 
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②WEBセミナーの実施 

 会員企業の経営に資する情報提供を目的として、11月に「インボイス制度対策セミナー」

をオンラインで開催するとともに、セミナーを収録したアーカイブ動画の配信を 12月より

会員限定で実施した。 

 さらに次年度 6月に「インボイス制度対応と業務効率化のポイント」と題したオンライン

セミナーを開催することとして企画し、受講募集を行った。  

2）既存サービスの運用 

①補助金・助成金情報提供サービス 

 会員企業のみが無料で閲覧できる「補助金・助成金に関する情報提供サービス」を継続し

て提供し、21本の記事で合計 7,179件の閲覧を得た。 

②「ビジネス・ヒューマンスキル」オンライン研修 

 会員企業のみが無料で利用できるビジネス・ヒューマンスキルオンライン研修「ビジネス

基礎スキル」「現場で役に立つコミュニケーション・労務管理スキル」を継続して提供した。

サービスの充実を目指し、1月に従来の約 100講座から、約 400講座へと拡大した。その結

果、16,119件の利用を得た。 

③動画教材「はじめてのビルクリーニング」 

 会員企業のみが無料で利用できる新規従事者向け動画教材「はじめてのビルクリーニン

グ」を継続して提供し、9,227件の閲覧を得た。 

3）既存サービスの運用効果検証と改廃 

 提供中の各会員支援サービスについて、会員企業の利用状況・利用動向を把握した結果、

一定の利用者数および好評を獲得していることを確認し、次年度も継続して提供すること

とした。 

 

7-2．就職氷河期世代の雇用支援 

1）ビルクリーニング（ビルメンテナンス）就労説明会の実施 

 就職氷河期世代のビルクリーニング職種への就労支援として、会員企業 19社の参加を得

た合同企業説明会「ビルメンテナンス就職応援＆説明会」を 10 月 22 日にオンラインで実

施するとともに、当日の動画アーカイブを 1月 31日まで配信した。 

 求職者の募集にあたっては、厚生労働省およびハローワーク、地域若者サポートステーシ

ョン（サポステ）との協働体制を得るとともに、就職情報サイトを活用して適切なターゲッ

ト層へのアプローチを行った。その結果、当日の参加者は 70名、アーカイブ配信を含めた

特設サイトのページアクセス数は約 1,600件となった。 
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7-3．営業支援サービスの運営（担当業務執行理事：佐々木（洋）副会長） 

1）サイトコンテンツの充実 

 会員企業の営業を支援するためのオーナー向け WEBサイト「ベストビルメン」にて、6月

30 日より、発注者がニーズに合った会員企業を検索できる（発注者に対して会員企業が自

社 PRできる）検索システムをリリースした。 

2）会員および発注者への活用促進 

 会員企業に向けて本機能の活用促進プロモーションを実施した結果、330社の企業情報登

録を得た。さらなる活用促進策として、「ベストビルメン」活用方法および登録の手引きを

兼ねたリーフレットを作成し、配布した。 

 また、発注者に対する「ベストビルメン」の活用促進策として、発注者に特化したメール

マガジンを創刊し、662名の配信先を獲得して、月 1回の情報提供を行った。 

 さらに、11月 29・30日に池袋サンシャインシティで開催されたビルオーナー向けイベン

ト「第 24 回不動産ソリューションフェア（主催：ビル経営研究所）」、および 4 月 17 日に

（一社）東京ビルヂング協会が主催する月例セミナー「ビルキョウサロン」に出展し、「ベ

ストビルメン」をはじめとする発注者向けコンテンツの紹介を行った。その結果、前者では

34名のブース来訪と連絡先の獲得を、後者では 40名のセミナー参加と連絡先の獲得を実現

した。 

 

7-4．各種保険の加入勧奨（担当業務執行理事：村田副会長） 

1）保険加入の支援 

 各代理店と協力し、会員企業や地区協会に対して保険加入の勧奨を行った。 

 5 月より新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが 5 類になったことに鑑み、

代理店による地区協会への訪問を再開するなど会員企業への周知に努めた。同時に新たな

保険商材として労働災害上乗せ保険の提供を開始した。 

 その結果、80件の問い合わせと、11件の新規加入があった。 

 

7-5．外国人材の活用促進（担当業務執行理事：村田副会長） 

 有料職業紹介の許可を得た（一財）建築物管理訓練センターのビルクリーニング外国人材

受入支援センター（ASCF）と連携して、会員企業の外国人材活用を促進するため、次の活動

を行った。 

1）会員企業への普及啓発 

 昨年度、ASCFがスタートさせたインドネシア版ワンストップサービスにおいて、第 1回・

第 2回インドネシア試験に合格した計 95名について、会員企業から求人を集め、12社 63 

名の内定があり、56名は 2022年 6月～2023年 5月にかけて順次、日本に入国した。 

 また、タイ大使館・タイ労働省雇用局と協議を重ね、タイ版のワンサポを整備し、会員企

業へオンライン説明会を実施した。その結果、3社より 8名の求人があったが、内定に至っ
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たのは 3 名について特定技能訓練を行い、全員、特定技能 1 号評価試験に合格した（2023

年内に入国予定）。 

＜オンライン説明会の実績＞ 

・6月 22日：第２回特定技能外国人材雇用戦略説明会 

・8月 25日：第３回特定技能外国人（タイ）雇用戦略説明会 

・10月 28日：ビルクリーニング特定技能外国人の採用支援 ※フェア内セミナー 

・11月 24日：第 4回雇用戦略説明会～外国人材採用のポイント～ 

・12月 12日：第 5回雇用戦略説明会～外国人材採用のポイント 2～ 

・2月 6日：第 6回雇用戦略説明会～外国人材採用のポイント 3～ 

2）外国人材への普及啓発 

 就労先としてビルクリーニングが選択されるよう、国内外の外国人材に対して、「ビルク

リーニング紹介動画」や、昨年度 JICAに協力し制作された「ビルクリーニングのキャリア

デザイン講座」のやさしい日本語と英語を全国協会の YouTubeチャンネルで公開した。 

 また、インドネシア（バリ・バンドン）やカンボジアの日本語学校や送出機関向けに、現

地で説明会を開催し、ビルクリーニングの職業紹介を行った。 

 

7-6．会員経営、協会運営等に資する情報の提供（担当業務執行理事：佐々木（洋）副会長） 

1）第 53回実態調査の実施 

 全会員企業を対象とした「第 53回実態調査」を、9月 20日～10月 31日の期間で実施し

た。本調査の意義や社会的影響力などを解説するリーフレットの配布や説明会の開催など

回収率の向上に努めたが、今回調査の回収率は 36.3％となり、前回調査の 46.3％から大幅

に減少した。 

 また、調査結果をまとめた「ビルメンテナンス情報年鑑 2023」を 2 月に発刊し、会員企

業に提供するとともに、官公庁や研究機関およびマスコミなどに配布した。さらに会員企業

および各都道府県協会に向けた実態調査結果の説明会・意見交換会を、4 月 6、7、10 日に

開催し、合計 53名の参加を得た。 

2）労働災害防止の指導・支援 

①労働災害防止に資する情報の提供 

 例年どおり、地区協会等に対して労働災害発生状況や労災保険収支率・収納率など労働災

害防止に資する情報や、既刊書籍『安全衛生管理のすすめ』の提供を行い、各地区協会が実

施する安全衛生大会などの労働災害防止活動を支援した。 

 また、ビルメン WEB にて動画コンテンツ「安全・健康のツボ（安全編・健康編）」の月 2

回配信を開始し、全動画合計で 6,516回の再生、31件の高評価、2件の自社研修に利用した

い旨の相談、10 件の労災に関する相談を得た。本コンテンツのさらなる活用促進のため、

主要な動画を厳選・抜粋した DVDを会員企業に頒布することとし、制作を行った。配布は 6

月に行う予定とした。 
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 さらに、本動画をはじめとする全国協会の労働災害防止の取り組みについて、10月 19～

21日に福岡県で開催された「第 81回（令和 4年度）全国産業安全衛生大会（主催：中央労

働災害防止協会）」にて発表を行った。 

②労働災害発生報告システムの運用 

 平成 24年度から運用している本システムを継続運用し、毎月、各地区本部を中心に情報

提供を行った。 

③その他 

 近畿地区において「中部近畿産業保安監督部近畿支部管内の電気事故と安全対策等」の講

習会を 8月に実施した。58人が参加し「電気事故と安全対策」の最新情報の提供を行った。 

 

7-7．新型ウイルス感染防止防疫業務（担当業務執行理事：中野副会長） 

1）科学的検知のある業務のスタンダード化 

①必要に応じた防疫業務の数値化・見える化の調査研究 

 福島県立医科大学付属病院の金光敬二先生（実施委員長）を始めとした外部有識者の協力

を得て、ワイプ製剤に関する調査研究を行った。研究結果はビルメンヒューマンフェア＆ク

リーン EXPO2022内で発表し、82名の参加を得た。2023年度も清掃・消毒に関するエビデン

スの確立を目的とした研究を継続して行っていく予定。 

②防疫業務ガイドラインの定期的なブラッシュアップ 

 防疫業務ガイドラインの内容は、今後、感染制御衛生管理士認定講習会（ICCC 認定講習

会）のテキストをもって普及することとし、本ガイドライン自体は更新しないこととした。 

③専業団体、メーカ（PPE、評価、薬剤など）との連携強化 

 医療施設発注者に対する「感染制御衛生管理士（ICCC）」の認知向上を目的として、2023

年度に開催される第 25 回日本医療マネジメント学会学術総会、第 38 回日本環境感染学会

総会・学術集会の 2種の学術集会へ参加することとし、コンテンツの検討を行った。 

2) 技術者の育成と資格化 

①「感染制御衛生管理士（ICCC）認定講習会」は上半期に 5地区（東京、近畿、九州、四国、

中国）、下半期に 4 地区（東京、東北、北海道、中部北陸）の計 9 地区計 17 回の開催を行

い、申込者 301名、合格者は 237名となった。 

 また、受講者数の増加を目的に、8～9 月に行った病院清掃受託責任者講習の受講者アン

ケートにて、ICCC 認定講習会の認知度を尋ねたところ、65％の受講者が知らないことが分

かったため、修了証書を送付するタイミングで ICCC認定講習会（下半期）の周知を行った

ところ、上半期は申込が定員の 60％に留まったのに対し、下半期は 90％に上昇した。 

②医療機関以外の一般施設（宿泊施設や介護施設など）の管理者に対しても、感染制御の知

識を普及するため、2023 年度夏に「建築物内感染対策講習」を新たに開催すべく、制度設

計やテキストの作成に着手した。なお、本講習は ICCC認定講習会の受講資格として位置付

ける予定。 
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3) 地域社会へ根付く制度化、防疫業務の実施 

①ビルメンテナンス業における感染拡大防止ガイドラインの普及啓発 

 12 月 6 日に第 4 版（デルタ株からオミクロン株への置き換わりを踏まえた感染対策等）、

3 月 13 日に第 5 版（マスク着用考え方の見直し等）を発出したが、新型コロナウイルス感

染症の感染症法上の位置付けが５類感染症に変更されたことにより、5月 8日以降はガイド

ラインを更新せず、全国協会の HP にアーカイブとして引き続き公開することを決定した。 

②国、自治体、医療機関などの業務依頼に対して対応可能なスキームの構築 

 既存の受注企業への影響や、5類感染症への移行を考慮した結果、構築を中止とした。 

③新型コロナウイルス感染症に係る会員企業等の補償制度の構築 

 国や各保険会社の補償制度（保険、労災補償など）の実施状況や、5類感染症への移行を

考慮した結果、構築を中止とした。 

 

管．ITインフラ整備の実施（担当業務執行理事：佐々木（浩）副会長） 

 全国協会事業成果の最大化と事業遂行基盤を強靱化するため、ロードマップ（優先順位）

に沿って前年度から引き続き開発を進めるとともに、利用者の利便性や会員企業に対する

サービス向上を目的に以下の通り実施した。 

 具体的に 2022年度に実現した事業は以下のとおりである。 

①ベストビルメン：企業情報追加・検索機能の運用開始（2022年 6月） 

②マイページと受講管理システム間のシングルサインオン運用開始（2022年 7月） 

③マイページ、受講管理システム、eラーニングシステムのスマホ・タブレット対応運用開

始（2022年 9月） 

④ビルクリーニング技能検定の実技：東京・近畿での動画撮影開始（2022年 12月） 

⑤電子書籍閲覧ページ「Bookステーション」運用開始（2023年 1月） 

⑥エコチューニングの受講管理システム取込対応：運用開始（2023年 3月）  

⑦全国協会 データベースの項目追加・正規化対応：運用開始（2023年 4月）  

 2022 年度 IT インフラ整備関係予算 4,550 万円に対して 2,400 万円を執行。2023 年度は 

繰り越した 2,150万円内で以下事業を実施する。 

①WEB機能改修：マイページ会員や会員企業のデータに応じて画面表示の制御や機能追加を

実施する（2023年 6月以降順次対応予定） 

②受講管理システム：領収書電子化対応（2023年 10月予定） 

③受講管理システム：清掃作業監督者講習 修了証の電子化（2024年 1月予定） 

④受講管理システム：病院清掃受託責任者 CBT連携対応（2024年 4月予定） 

 また、ビルクリーニング技能検定の実技動画撮影に関しては全国で実施を予定している。 

 

以 上 


